
令和３年度 第１回板倉区地域協議会 次第 

 

日時：令和３年４月２２日(木) 

午後６時～ 

場所：板倉コミュニティプラザ 

２０１・２０２会議室 

１ 開  会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 所長あいさつ 

 

 

４ 協  議 

（１）令和３年度地域活動支援事業について（資料１、２） 

・令和３年度地域活動支援事業の日程調整について 

 

 

 

（２）その他 

   ・令和３年度板倉区地域協議会 意見交換会について（資料３） 

 

 

５ そ の 他 

・令和３年度板倉区における主な事業について（資料４） 

    

 

 

６ 閉  会 

・次回（第２回板倉区地域協議会）   月  日（ ）  時～  

板倉コミュニティプラザ ２０１・２０２会議室 

 

 

 

（閉会後、地域活動支援事業の審査方法等についての勉強会を開催） 

 



令和３年度地域活動支援事業の日程調整について（案） 

内         容 
案 

月 日 時間 

地域活動支援事業：募集開始 4月 1日（木）  

第 1回板倉区地域協議会（審査の日程調整） 

4月 22日（木） 

18:00～ 

第 1回勉強会（地域活動支援事業の採点方法など） 
協議会 

終了後 

地域活動支援事業：募集締め切り 4月 30日（金）  

提案受付一覧、提案書の写し、採点表の配布 5月 11日（火）  

提案団体への質問票の提出 5月 17日（月）  

提案団体へ質問票を送付 5月 20日（木）  

第 2回勉強会（提案事業の現地確認） 

5月 26日（水） 

15:00～ 

第 2回板倉区地域協議会（提案団体へのヒアリング） 18:00～ 

採点表の提出 5月 31日（月）  

第 3回板倉区地域協議会（採択すべき事業等の審査） 6月 3日（木） 18:00～ 

採択事業の公表 6月上旬  

補助金の交付決定・事業の実施   

実績報告   

事業結果の公表・成果報告会   

※勉強会については、公開する議題がないため、費用弁償はなし 

資料１ 
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令和３年度板倉区地域協議会 意見交換会について（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

○目的 

地域協議会委員が地域に出向き、地域の住民や活動団体と意見交換を行うことにより、

地域の現状と課題を把握し、今後の自主的審議に役立てる。 

 

〇主催 

  板倉区地域協議会 

 

○内容 

  意見交換会は「地域住民対象」と「活動団体対象」の２つの方法で行う。 

 

【地域との意見交換について】 

 

１ 開催場所：板倉区内６地区 

 

２ 参 加 者：各地区の住民、地域協議会委員 

 

３ テ ー マ：各地区から事前に話し合いたいテーマ（地域の課題）を挙げていただくよ

う依頼する。 

（その他、共通テーマとして「やすらぎ荘について」を予定） 

 

 ４ 実施方法（案） 

 

   ・各地区の連絡協議会に協力を依頼し、意見交換会の実施方法（日程や会場、参加者

など）を検討する。 

   ・実施時期については、感染症拡大防止の観点から慎重に検討する。 

   ・地区ごとに担当委員を決め、意見交換実施後に地域協議会に結果を報告する。 

① 会長、副会長は３地区を担当し、各委員は２地区を担当する。 

② 各地区において「進行係」「記録係」を決め、当日の運営または地域協議会への 

実施報告を行う。 

    ※担当委員案は右欄上段のとおり 

 

（担当委員案） 

地区名 会長・副会長 委員 委員 委員 委員 

針地区 平井会長 小林委員 西田委員 下鳥委員 田中委員 

山部地区 平井会長 吉田委員 小林委員 西田委員 下鳥委員 

寺野地区 平井会長 手塚委員 吉田委員 田中委員 長藤委員 

宮島地区 古川副会長 植木委員 庄山委員 山本委員 池田委員 

筒方地区 古川副会長 池田委員 長藤委員 秋山委員 手塚委員 

豊原地区 古川副会長 庄山委員 秋山委員 山本委員 植木委員 

 

 

【活動団体との意見交換について】 

 

１ 開催場所：団体の指定する会場 

 

２ 参 加 者：活動団体、地域協議会委員 

 

３ テ ー マ：団体における活動の現状と課題について（案） 

 

４ 実施方法（案） 

 

・「地域振興部会」「健康福祉部会」「産業建設部会」の各部会を開き、どのような団体

と意見交換を行ったらよいか検討する。 

・団体へ協力を依頼し、実施時期や方法については感染症拡大防止の観点から慎重に検

討する。 

・意見交換実施後、地域協議会に結果を報告する。（各部会の座長が報告） 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所管課 事業費

1

総
務
・
地
振

自治・地域振興課 6,400

2

総
務
・
地
振

自治・地域振興課 3,434

3

総
務
・
地
振

自治・地域振興課 －

4

総
務
・
地
振

危機管理課 －

5

産
業

農　政　課 40,907

6

産
業

農林水産整備課 60,088

7

産
業

農林水産整備課 11,500

多面的機能支払交付金事業

　地域の共同で取組む農地・農業用施設の保全管理を支援するとともに、農
村環境の向上や農業用施設の長寿命化を図るための活動を支援する。

　・板倉区対象面積：797.1ha（農地維持）

県営経営体育成基盤整備事業（板倉区高野地区）

　農業の生産性向上と構造改善を目的として、農地の大区画化及び農業用施
設等を整備するとともに安定した経営体(担い手)を育成するため、県が事業
主体となり実施する土地改良事業に対し、市が事業費の一部を負担する。

　・受益面積　81.4ha

板倉区地域振興事業

　地域振興に資する個性豊かな事業の実施を支援し、地域の活性化を図る。

　・板倉ふれあいまつり補助金
　・宮古島市交流事業補助金
　・東京板倉会交流事業旅費

中山間地域振興事業

　中山間地域における集落の暮らしを守り、さらには集落の活力の維持・向
上に向け、集落づくり推進員や地域おこし協力隊を配置し、集落の実情に応
じた支援を行う。

　・集落づくり推進員（板倉区1人 16集落）
　・地域おこし協力隊（板倉区2人 寺野、筒方地区）

防災行政無線整備事業

　板倉区の防災行政無線は、既に耐用年数の15年を迎えていることから、機
器を更新するとともに、市内全域のシステムとの一元化を図る。

　・屋外拡声支局及び戸別受信機の設置工事　　一式
　　（R1年度からR3年度までの3か年計画）

中山間地域等活性化対策事業（中山間地域等直接支払交付金）

　農業生産条件が不利な状況にある中山間地域において、農業生産の維持を
図りつつ多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接支払交付金を活
用し、農地保全と担い手育成を推進することにより中山間地域農業の振興を
図る。

　・中山間地域直接支払（第5期対策の2年目）
　・板倉区　　協定組織：14組織　協定面積：194.7ha

【資料4】

令和３年度　板倉区における主な事業
R３当初予算 （単位：千円）

事　　　業　　　名　　・　　事　　　業　　　内　　　容

地域活動支援事業

　地域の課題解決や活力の向上を図るため、地域活動資金を28の地域自治区
に配分し、地域住民の自発的・主体的な取組を推進する。

　・令和3年度　板倉区配分額　　6,400千円



8

産
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農林水産整備課 0

9

産
業

観光振興課 9,668

10

産
業

観光振興課 23,171

11 橋梁維持費

建
設

道　路　課 6,754

12

教
文

学校教育課 26,373

13 板倉区体育施設管理運営費

教
文

ｽﾎﾟｰﾂ推進課 15,033

　経年劣化と使用回数減少により令和元年度に条例廃止し、令和2年度から使
用していないナイター照明設備の解体撤去を行う。

　・板倉運動広場照明設備解体撤去工事　　一式

板倉区スクールバス等運行事業

　針、宮嶋、山部小学校の統合により、遠距離通学となる児童の登下校及び
路線バスの市営化により、一般市民や板倉中学校の遠距離通学生徒の登下校
手段を確保するため、一般混乗型スクールバスとして運行する。

　・所有バスは、45人乗り　2台
　・板倉小学校、豊原小学校、板倉中学校の校外学習等への有効活用運行
　・運行業務は、定時運行、デマンド運行（予約制運行）、臨時運行とし、
　　業者委託により実施

光ヶ原高原観光総合施設管理運営費

　ブナ林などの自然景観を活かし、市内外からの交流人口の拡大を図るた
め、光ヶ原高原の各施設を適切に維持管理・運営する。

　・光ヶ原高原観光総合施設管理経費ほか　　 一式

指定管理施設の管理経費

　快適に観光施設が利用できるよう、指定管理者制度により施設の管理・運営を行
うとともに、施設の安全を確保するため、建築物の定期検査や修繕等を行う。
 
　・板倉保養センター、ゑしんの里記念館の指定管理委託料　　一式
　・修繕費用等　　一式

　老朽化が進む橋梁について、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、適切な修繕
を図る。

　・橋梁修繕工事　　1橋

ため池等整備事業（土地改良施設豪雨対策）針地区

　農業用排水路施設の整備を行うことで、農用地及び地域住民の生命や財
産、公共施設の被害を未然に防止するため、県が事業主体となり実施するた
め池等整備事業に対し、市が事業費の一部を負担する。
　・受益面積　209.9ha
【令和２年度３月補正　市負担金4,290千円】



【参考】

令和2年度～令和5年度　板倉区地域協議会

※○は座長 ※○は編集委員長

座席順 氏　名 部会 氏　名 年度 氏　名 会議等 氏　名

会　長 池田　光男

副会長 古川　政繁 西田　節夫 小林　政弘

1 池田　光男 吉田　重夫 ○植木　節子

2 小林　政弘 ○長藤　豊 手塚　哲夫

3 植木　節子

4 手塚　哲夫 池田　光男 西田　節夫

5 ○小林　政弘 下鳥　治

6 西田　節夫 手塚　哲夫 田中　睦夫

7 下鳥　治 秋山　秀夫 庄山　健

8 田中　睦夫 古川　政繁 秋山　秀夫

9 庄山　健 植木　節子 吉田　重夫

10 秋山　秀夫 下鳥　治 長藤　豊

11 吉田　重夫 ○田中　睦夫 池田　光男

12 長藤　豊 庄山　健 小林　政弘

植木　節子

古川　政繁 手塚　哲夫

手塚　哲夫

西田　節夫

○庄山　健

健康福祉部会
令和3年度

光ケ原高原ファ
ン倶楽部（オブ
ザーバー）

田中　睦夫

令和4年度

産業建設部会

令和5年度

地域活動支援
事業審査基準
検討部会

席　順 部会の構成 地域協議会だより編集委員 各種会議等への委員推薦

地域振興部会 令和2年度

板倉区公共交通
懇話会（委員）

古川　政繁

上越市社会福祉
協議会（理事）

手塚　哲夫


